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(54)【発明の名称】 カラー液晶表示パネル

(57)【要約】
【課題】  ブラックマスクと透光膜との重なり部分に生
じる段差の問題を解消し、両透明基板間の基板間ギャッ
プの均一化を図ることによって、良好なカラー液晶表示
を行うことができ、併せて、多様なカラー液晶表示を得
るための設計の自由度を向上させることができるカラー
液晶表示パネルを提供すること。
【解決手段】  一方の透明基板２は、遮光膜で覆われた
遮光部８と表示パターン５となる透光用開口部８ａとか
らなるブラックマスク７を有するブラックマスク基板６
とされ、他方の透明基板２は、前記表示パターン５対応
部分に透明膜４が形成されたカラーフィルタ基板３とさ
れ、前記ブラックマスク基板６とカラーフィルタ基板３
は、透光用開口部８ａの端縁位置と透光膜４の外縁位置
とが観察面からみて重なり合わないようにブラックマス
ク面と透光膜面とを対向させて貼り合わされている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  少なくとも透明電極および配向膜を有す
る２枚の透明基板を枠状のシール材を介して所定の間隙
を設けて貼り合わされ、前記間隙に間隙保持用のスペー
サが散布されているとともに液晶が注入されてなるカラ
ー液晶表示パネルにおいて、
一方の透明基板は、遮光膜で覆われた遮光部と表示パタ
ーンとなる透光用開口部とからなるブラックマスクを有
するブラックマスク基板とされ、
他方の透明基板は、前記表示パターン対応部分に透光膜
が形成されたカラーフィルタ基板とされ、
前記２枚の基板は、前記透光用開口部の端縁位置と前記
透光膜の外縁位置とが観察面からみて重なり合わないよ
うにブラックマスク面と透光膜面とを対向させて貼り合
わされていることを特徴とするカラー液晶表示パネル。
【請求項２】  前記透光膜の外縁と、透光膜を囲繞する
ようにして配設された前記透光用開口部の端縁との間隔
が、平面距離寸法において、散布されるスペーサの径寸
法以上１ｍｍ以下となるように形成されていることを特
徴とする請求項１に記載のカラー液晶表示パネル。
【請求項３】  前記カラーフィルタ基板が、透明基板上
に透光膜、透明電極および配向膜が順次積層された基板
であり、前記ブラックマスク基板は、透明基板上に遮光
膜、透明電極および配向膜が順次積層された基板である
ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載のカラ
ー液晶表示パネル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、基板間ギャップの
均一化が図られたカラー液晶表示パネルに関する。
【０００２】
【従来の技術】一般的に、カラー液晶表示には、赤、緑
および青の３色の透明膜であるカラーフィルタを有する
カラー液晶表示パネルが使用されており、このカラー液
晶表示パネルは、前記カラーフィルタが形成される基板
を有している。
【０００３】この基板は、例えばガラス基板やプラスチ
ック基板等の透明基板からなり、この透明基板の中央の
所定範囲は、カラー液晶表示パネルの表示領域とされ、
この表示領域の外側は非表示領域とされている。
【０００４】また、前記透明基板上には、複数の前記カ
ラーフィルタが所定の表示パターンに形成されており、
前記透明基板上の各カラーフィルタの間には、非表示パ
ターンとしての遮光用のブラックマスクが形成されてい
る（以下、従来例において、この透明基板をパターン形
成基板という）。
【０００５】そして、前記カラーフィルタおよびブラッ
クマスクの上面には、主に前記カラーフィルタの形成領
域の平坦化を目的とした、例えばアクリル樹脂やエポキ
シ樹脂等からなる平坦化膜（図示せず）がほぼ全面的に

2
形成されており、この平坦化膜上には、透明電極（図示
せず）、配向膜（図示せず）が順に積層形成されてい
る。
【０００６】また、前記カラー液晶表示パネルは、ガラ
ス基板やプラスチック基板等からなる透明基板上に、透
明電極（図示せず）や配向膜（図示せず）等を形成して
なる対向基板を有している。そして、前記パターン形成
基板と前記対向基板とは、図示しない枠形状の周辺シー
ル材を介して所定の間隙を保持しつつ、前記パターン形
成基板のカラーフィルタを内向させるようにして接着さ
れており、前記間隙内には、基板間ギャップ保持用のス
ペーサが散布され、液晶が注入されている。
【０００７】ところで、このような従来の構成のカラー
液晶表示パネルの前記パターン形成基板を形成する手順
としては、まず透明基板上に所定の間隔でブラックマス
クを形成し、その後、ブラックマスク間にカラーフィル
タを形成する。そのため、カラーフィルタの形成時に既
に透明基板上に形成されたブラックマスクのエッジ部に
カラーフィルタのエッジ部が重なり、結果として、カラ
ーフィルタの厚さ分に相当する０．５μｍ～２μｍ程度
の段差を発生させていた。この段差をこのまま放置すれ
ば、基板間ギャップの均一化を図ることは困難なものと
なる。なお、基板間ギャップとは、カラーフィルタある
いはブラックマスクが形成された部分の前記一対の基板
間に形成された間隙寸法をいう。
【０００８】そこで、基板間ギャップを均一化させるた
めに、従来から、前述のように前記カラーフィルタおよ
びブラックマスクの上面に平坦化膜を形成する方法や、
ブラックマスク材として金属クロムや酸化クロムを用い
て前記ブラックマスクの薄膜化を図る方法が採用されて
いる。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】ところが、平坦化膜を
形成して前記段差部分を被覆し、基板間ギャップの均一
化を図る手段は平坦化膜の材料費が余分にかかり、ま
た、工数も増えるという不具合がある。
【００１０】そして、金属クロムや酸化クロムを用いて
ブラックマスクの薄膜化を図り、段差を小さくする手段
は、クロム使用による環境汚染が問題となる。
【００１１】本発明はこのような問題点に鑑みなされた
もので、従来におけるブラックマスクとカラーフィルタ
との重なり部分に生じる段差の問題を解消し、両透明基
板間の基板間ギャップの均一化を図ることによって、良
好なカラー液晶表示を行うことができ、併せて、多様な
カラー液晶表示を得るための設計の自由度を向上させる
ことができるカラー液晶表示パネルを提供することを目
的とするものである。
【００１２】
【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため
本発明の請求項１に係るカラー液晶表示パネルの特徴
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は、一方の透明基板は、透明膜で覆われた遮光部と表示
パターンとなる遮光用開口部とからなるブラックマスク
を有するブラックマスク基板とされ、他方の透明基板
は、前記表示パターン対応部分に遮光膜が形成されたカ
ラーフィルタ基板とされ、前記２枚の透明基板は、前記
透明用開口部の端縁位置と前記透光膜の外縁位置とが観
察面からみて重なり合わないようにブラックマスク面と
透光膜面とが対向するように貼り合わされていることに
ある。
【００１３】このような構成を採用したことにより、ブ
ラックマスクと遮光膜とが重なりを生じさせることを防
止することができるので、基板間ギャップの均一化を容
易に図れるものとなる。
【００１４】また請求項２に記載のカラー液晶表示パネ
ルの特徴は、請求項１に記載のカラー液晶表示パネルに
おいて、前記透光膜の外縁と、透光膜を囲繞するように
して配設された前記透光用開口部の端縁との間隔は、平
面距離寸法において、散布されるスペーサの径寸法以上
１ｍｍ以下となるように形成されていることにある。
【００１５】このような構成を採用したことにより、前
記透光膜とブラックマスクとの間にスペーサが挟持され
る状態を回避することができるので、基板間ギャップの
均一化を完全に図れるものとなる。さらに、前記透光膜
と、透光膜を囲繞するようにして配設されるブラックマ
スクとの間隔を平面距離寸法において散布されるスペー
サの径寸法以上１ｍｍ以下のいずれかの数値とすること
で、様々なカラー液晶表示パネルを得ることができる。
【００１６】例えば、前記カラーフィルタの外方で前記
ブラックマスクの透光用開口部の内方に形成される透明
部分を、スペーサの径寸法以上１０μｍ以下に形成すれ
ば、標準のカラー表示が得られ、また、１０μｍ以上１
ｍｍ以下に形成すれば、グラデーションの利いたカラー
表示を得ることができる。
【００１７】また、請求項３に記載のカラー液晶表示パ
ネルの特徴は、請求項１または請求項２に記載のカラー
液晶表示パネルにおいて、前記カラーフィルタ基板が、
透明基板上に透光膜、透明電極および配向膜が順次積層
された基板であり、前記ブラックマスク基板は、透明基
板上に遮光膜、透明電極および配向膜が順次積層された
基板であることにある。
【００１８】このような構成を採用したことにより、従
来のカラー液晶表示パネルに形成されていた平滑化膜を
形成しないで簡単に基板間ギャップの均一化を図ること
ができ、かつ製品コストを下げることができる。
【００１９】
【発明の実施の形態】以下、本発明に係るカラー液晶表
示パネルの実施形態を図１および図２を参照して説明す
る。
【００２０】図１は、本実施形態におけるカラー液晶表
示パネル１の側面断面図である。
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【００２１】本実施形態におけるカラー液晶表示パネル
１は、ブラックマスク基板６とカラーフィルタ基板３と
を有している。
【００２２】ブラックマスク基板６は、ガラス基板やプ
ラスチック基板等の透明基板２上に、ブラックマスク
７、ＩＴＯ（酸化インジウムスズ）等からなる透明電極
（図示省略）と配向膜（図示省略）が積層形成されてい
る。また、ブラックマスク７は、遮光膜で遮光された遮
光部８と複数の表示パターン５となる透光用開口部８ａ
とを具備している。
【００２３】また、カラーフィルタ基板３は、ガラス基
板やプラスチック基板等の透明基板２上の少なくとも表
示領域における表示パターン５に対応する部分に所定間
隔で形成された赤、緑および青の３色の透光膜４，４上
にＩＴＯ等からなる透明電極（図示省略）と配向膜（図
示省略）が積層形成されている。なお、透光膜とは、光
が透過する膜であればよく、色相によらず、透明な膜で
あってもよい。
【００２４】なお、前記表示領域とは、カラーフィルタ
基板３上に形成される透明電極とブラックマスク基板６
上に形成された透明電極とが対向し、液晶表示可能とさ
れた領域をいう。本実施形態においては、表示領域を透
明基板２の中央部の所定範囲とし、この表示領域の外側
を非表示領域とする。
【００２５】そして、前記カラーフィルタ基板３と前記
ブラックマスク基板６とは、それぞれの透明基板２に形
成された配向膜が、前記非表示領域に形成された枠状の
シール材（図示せず）を介して所定の間隙を保持しつ
つ、この間隙に注入される液晶の液晶分子が２４０°ね
じられるように対向するように互いに接着され、前記ブ
ラックマスク７からなる透光用開口部８ａの端縁位置と
前記透光膜の外縁位置とが、観察面（図１において上
方）からみて重なり合わないようにそれぞれの膜面が対
向するように配置され、換言すれば、各透光膜４を囲繞
するようにしてブラックマスク７の透光用開口部８ａが
形成され、前記透光膜４とブラックマスク７との間に
は、前記透光膜４もブラックマスク７も配設されない透
明部分９が形成されている。
【００２６】そして、前記カラーフィルタ基板３と前記
ブラックマスク基板６との間隙には、間隙保持用のスペ
ーサ１４が散布されており、さらに、大容量の液晶表示
に好適なＳＴＮ（スーパーツイステッドネマティック）
用の液晶（図示せず）が注入されている。
【００２７】ところで、本実施形態において、前記透光
膜４と前記遮光膜は、フォトリソ技術により同じ膜厚に
形成され、それぞれの上方に積層形成される透明電極お
よび配向膜も同じ膜厚に形成されている。
【００２８】そして、各透光膜４の外縁と、透光膜４を
囲繞するようにして配設される透光用開口部８ａの端縁
との間隔を、等しく、平面距離寸法（図中、寸法Ａに示
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す）において、散布されるスペーサの径寸法以上で１ｍ
ｍ以下となるように離間させて形成されている。
【００２９】ここで、図１および図２に示す実施形態の
カラー液晶表示パネル１は、径寸法６μｍのスペーサを
用いた場合のカラー液晶表示パネルの一部分を示してお
り、図１は、図２に示す１－１断面図である。
【００３０】この図に示すカラー液晶表示パネルの一部
分は、当該透光膜４の外縁と、その透光膜４を囲繞する
ようにして配設されるブラックマスク７の透光用開口部
８ａの端縁との間隔を１８μｍとされている。前記ブラ
ックマスク７の幅寸法（図中、寸法Ｂに示す）を１２μ
ｍに形成すれば、隣位する透光膜４，４間の離間寸法
（図中、寸法Ｃに示す）は４８μｍとなる。
【００３１】次に、前述の構成のカラー液晶表示パネル
１の製造方法を簡単に説明する。
【００３２】まず、ガラス基板やプラスチック基板等の
透明基板２上の少なくとも表示領域に赤、緑および青の
３色の透光膜４を表示パターンに対応するようにフォト
リソ技術によって形成し、その上にＩＴＯ等からなる透
明電極と配向膜とを積層してカラーフィルタ基板３を得
る。
【００３３】一方で、他の透明基板２上には遮光部８と
なる遮光膜を前記透光膜４と同じ膜厚で非表示パターン
に従ってフォトリソ技術により形成し、その上および表
示パターンとなる透光用開口部８ａ上にＩＴＯ等からな
る透明電極と配向膜とを積層してブラックマスク基板６
を得る。
【００３４】本実施形態においては、前述のように、カ
ラー液晶表示パネル１を組み立てたときの各透光膜４の
外縁と、透光膜４を囲繞するようにして配設される透光
用開口部８ａの端縁との間隔は、平面距離寸法におい
て、散布されるスペーサの径寸法以上１ｍｍ以下となる
ように形成する。
【００３５】具体的には、図１に示す本実施形態のカラ
ー液晶表示パネルの一部分においては、隣位する透光膜
４の間隙寸法は４８μｍとして形成し、前記ブラックマ
スク７の幅方向寸法を１２μｍとしている。
【００３６】そして、前記カラーフィルタ基板３と前記
ブラックマスク基板６のいずれかの透明基板２の前記非
表示領域に枠状のシール材を形成し、また、いずれかの
透明基板２に間隙保持用のスペーサ１０を散布して、前
記両基板３，６を各透明基板２に形成された配向膜が液
晶の液晶分子を２４０°ねじるように対向させるととも
に、所定の間隙を保持させて接着させ、前記ブラックマ
スク７からなる透光用開口部８ａ内中央部に前記透光膜
４を対向させて配置し、前記透光膜４とブラックマスク
７との間に透明部分９（前記寸法Ａに示す部分）を形成
する。つまり、透光膜４の外周に透明部分９を形成す
る。
【００３７】具体的には、本実施形態においては径寸法
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を６μｍとするスペーサ１０を用い、前記透明部分９の
寸法は１８μｍに形成している。
【００３８】次に、前記両基板３，６間の間隙に大容量
の液晶表示に好適なＳＴＮ用の液晶１６を封入して、ネ
マティック－アイソトロピック相転移温度（Ｔｎｉ）以
上の温度で加熱する熱処理を行なうことにより、液晶を
再配向させてカラー液晶表示パネル１を得る。
【００３９】次に、本実施形態の作用について説明す
る。
【００４０】本実施形態のカラー液晶表示パネル１にお
いては、ブラックマスク７の透光用開口部８ａ中央部に
前記透光膜４が対向するように形成されているので、前
記透光膜４と、この透光膜４を囲繞するようにして配設
されたブラックマスク７とが重なりを生じさせることが
ない。
【００４１】また、前記透光膜４と、この透光膜４を囲
繞するブラックマスク７との間隔の平面距離寸法を、散
布されるスペーサ１０の径寸法以上とすることで、散布
されたスペーサ６が、前記各透光膜４のエッジと、この
透光膜４を囲繞するようにして配設されたブラックマス
ク７のエッジとに挟まれることもない。よって、基板間
ギャップを不均一にする要因を排除することができる。
【００４２】さらに、透光膜４と遮光膜からなるブラッ
クマスク７とを同膜厚に形成することで、基板間ギャッ
プの均一化を完全に図ることができる。
【００４３】さらにまた、前記透光膜４と、この透光膜
４を囲繞するブラックマスク７との間隔の平面距離寸法
を、スペーサ１０の径寸法以上１０μｍ以下に設定すれ
ば、前記透明部分９には、囲繞する透光膜４の色の通常
のカラー表示を得ることができ、１０μｍ～１ｍｍの寸
法に設定すれば、前記透明部分１２に囲繞する透光膜４
の色が外方に向かって薄色に変化するグラデーションを
視認することができ、通常のカラー表示とは異なる趣の
カラー表示を得ることができる。
【００４４】ここで、前記透光膜４と、この透光膜４を
囲繞するブラックマスク７との間隔の平面距離寸法の上
限値を１ｍｍとしたのは、それ以上の寸法で前記着色層
から離間する透明部分９においては、着色層のカラーを
反映させることができず、良好なグラデーションを得る
ことができないためである。さらに、前記透光膜４と、
この透光膜４を囲繞するブラックマスク７との間隔の平
面距離寸法を等しくすることで、より均一なカラー液晶
表示を得ることができる。
【００４５】また、本実施形態のカラー液晶表示パネル
１の製造方法においては、透光膜４とブラックマスク７
とはカラー液晶表示パネル１を構成する異なる透明基板
２に同膜厚に形成し、透明電極と配向膜とにより被覆し
た隣位する透光膜４間の間隙中央部に、同じく透明電極
と配向膜とにより被覆したブラックマスク７を対向させ
るように配設しているので、従来のように、透光膜４の
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エッジ部にブラックマスク７のエッジ部が重なることは
ないので、従来のカラー液晶表示パネル１に形成されて
いた平滑化膜の形成を省略することができる。
【００４６】また、本発明は前記実施形態のものに限定
されるものではなく、必要に応じて種々変更することが
可能である。
【００４７】
【発明の効果】以上述べたように本発明の請求項１に係
るカラー液晶表示パネルによれば、異なる透明基板にブ
ラックマスクと透光膜を形成するので、ブラックマスク
と透光膜との重なりを防止して、基板間ギャップの均一
化を容易に図ることができ、液晶表示の品位を向上させ
ることができる。
【００４８】また、請求項２に係るカラー液晶表示パネ
ルによれば、透光膜の外縁と、透光膜を囲繞する透光用
開口部の端縁との間隔の平面距離寸法を、散布されるス
ペーサの径寸法以上とするので、散布されたスペーサ
が、前記透光膜と、この透光膜を囲繞するようにして配
設されたブラックマスクとに挟まれることもなく、さら
に、透光膜とブラックマスクとを同膜厚に形成すること
で、基板間ギャップの均一化を完全に図ることができ
る。
【００４９】さらにまた、前記透光膜と、この透光膜を
囲繞するブラックマスクとの間隔の平面距離寸法をスペ
ーサ径寸法以上１０μｍ以下に設定すれば、前記透明部
分には、囲繞する透光膜の色の通常のカラー表示を得る
ことができ、１０μｍ～１ｍｍの寸法に設定すれば、前
記透明部分に囲繞する透光膜の色が外方に向かって薄色
となるグラデーションを視認することができるので、通
常のカラー表示とは異なる趣のカラー表示を得ることが
できる。このように、前記透明部分の寸法をスペーサ寸
法以上１ｍｍ以下の間で自由に調整することで、前述の*
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*効果に加えてさらに、カラー表示のバリエーションを増
やすことができる。
【００５０】さらに、請求項３に係るカラー液晶表示パ
ネルによれば、従来のカラー液晶表示パネルに形成され
ていた平滑化膜を省略することができ、コストの低廉
化、作業効率化を図ることが可能となった。また、金属
クロムや酸化クロムを用いてブラックマスクの薄膜化を
図る必要もないので、環境汚染の問題も解消することが
できる。
【００５１】そして、このようにして得られ、構成され
たカラー液晶表示パネルは、両透明基板間の基板間ギャ
ップの均一化を図ることによって、良好なカラー液晶表
示を行うことができるという極めて優れた効果を奏する
ものとなった。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明に係るカラー液晶表示パネルの一実施
形態の要部断面図
【図２】  本発明に係るカラー液晶表示パネルの一実施
形態の要部拡大図
【符号の説明】
１  カラー液晶表示パネル
２  透明基板
３  透光膜基板
４  透光膜
５  表示パターン
６  ブラックマスク基板
７  ブラックマスク
８  遮光部
８ａ  透光用開口部
９  透明部分
１０  スペーサ

【図１】
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